
税税
の
申
告
時
期
で
す

　
【
期
間
】
２
月
16
日（
木
）〜
３
月
15
日（
木
）

＝
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
!!
＝　

市
県
民
税
・
国
民
健
康

保
険
税
の
申
告

　

平
成
23
年
分
所
得
の
申
告
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
平
成
23
年
1

月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
1
年
間
の
所
得
に
つ
い
て
計
算
の
上
、

申
告
く
だ
さ
い
。
申
告
の
対
象
は
、
所
得
税
、
個
人
事
業
税
、
市
県

民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
で
す
。
申
告
相
談
会
場
お
よ
び
時
間
は
、

次
ペ
ー
ジ
の
一
覧
表
の
と
お
り
で
す
。
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
業
規
模
の
大
き
い
方（
所
得
金
額
が
お
お
む
ね
3
0
0
万

円
を
超
え
る
方
）や
不
動
産
の
譲
渡
所
得
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

の
あ
る
方
、
青
色
申
告
を
す
る
方
は
、
税
務
署
で
相
談
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》税
務
課
市
民
税
係
☎
21
－
9
0
4
5
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◆
期
限
内
に
必
ず
申
告
を
！

　

申
告
書
は
、
所
得
証
明
書
、
老

齢
福
祉
年
金
、
福
祉
医
療（
老

人
医
療
等
）・
児
童
手
当
の
給
付
、

保
育
所
の
入
所
や
市
営
住
宅
入
居

な
ど
の
手
続
き
に
必
要
な
資
料
と

な
り
ま
す
。
申
告
が
な
い
と
、
こ

れ
ら
に
関
係
す
る
諸
証
明
書
が
発

行
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
期
限
内
に

申
告
く
だ
さ
い
。

◆
必
要
な
書
類
・
証
明
書
・
印
鑑

を
忘
れ
ず
に
！

　

相
談
に
お
越
し
に
な
る
前
に

「
平
成
24
年
度
市
県
民
税
申
告
の

て
び
き
」を
よ
く
読
み
、
帳
簿
な

ど
は
必
ず
整
理
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。
来
庁
時
に
は
、
申
告
者
本

人
が
申
告
書
を
作
成
記
入
の
上
、

必
要
な
書
類
・
証
明
書
・
印
鑑
を

必
ず
持
参
く
だ
さ
い
。
帳
簿
の
整

理
が
で
き
て
い
な
い
場
合
や
、
必

要
書
類
が
な
い
場
合
は
、
相
談
を

お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
3
月
15
日
の
申
告
期
限

間
近
や
、
市
役
所
で
の
申
告
相
談

は
大
変
混
雑
し
、
長
時
間
お
待
ち

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

で
き
る
だ
け
早
め
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
所
得
税
・
消
費
税
の
申

告
を
す
る
方
は
税
務
署
、
じ
ば
さ

ん
但
馬
な
ど
で
の
申
告
相
談
を
利

用
く
だ
さ
い
。

◆
申
告
の
必
要
な
方

　

平
成
24
年
1
月
1
日
現
在
、
市

内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
23
年
中

に
所
得
の
あ
っ
た
次
の
方

・
国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
方

　
（「
低
所
得
者
軽
減
」の
関
係
で
、

　

所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
申

　

告
書
の
提
出
が
必
要
な
場
合
が

　

あ
り
ま
す
）

・
給
与
所
得
の
ほ
か
に
所
得
の
あ

　

る
方

・
2
カ
所
以
上
か
ら
給
与
所
得
の

　

あ
る
方

・
雑
損
控
除
・
医
療
費
控
除
・
寄

　

付
金
控
除
の
適
用
を
受
け
よ
う

　

と
す
る
方

◆
申
告
の
不
要
な
方

・
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

・
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か
ら

　

市
役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
が

　

提
出
さ
れ
て
い
る
方

※
収
入
が
公
的
年
金
の

み
の
方
は
、
申
告
不

要
の
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
、
税
務
課
市
民
税
係
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療

　

対
象
の
方

　

税
法
で
は
申
告
が
不
要
な
場
合

で
も
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険

料
を
算
定
す
る
上
で
、
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

細
は
、
市
民
課
国
保
医
療
係（
☎

21
－
9
0
6
1
）へ
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
市
県
民
税
申
告
書（
兼
国
民
健

　

康
保
険
税
申
告
書
）の
配
布

　

昨
年
に
市
県
民
税
申
告
書
を
提

出
し
、
今
年
も
申
告
が
必
要
と
思

わ
れ
る
方
に
は
、
1
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
。

　

農
業
所
得
は
、
収
支
計
算
で
申

告
く
だ
さ
い
。

　

農
業
所
得
以
外
に
給
与
所
得
な

ど
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
各
種
所

得
を
合
算
し
て
市
県
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

平
成
23
年
分
農
業
所
得
申
告

■土地改良費控除額（10アール当たり）

地域 名　　称 控除額

豊岡

中佐土地改良区 特別分 14,376円

森津土地改良区
一般分 22,704円

特別分 18,894円

八幡土地改良区 33,241円

日高 国府平野土地改良区 10,804円

出石
中川土地改良区

田 27,192円

畑 23,692円

出石北土地改良区 11,197円

広報とよおか　2012.1.25 �



税の申告

申告相談会場・時間一覧表

■夜間相談
月日 相談会場 受付時間

３月２日
（金）

・市役所本庁東庁舎別館３階
・城崎総合支所
・竹野総合支所
・日高総合支所
・出石総合支所
・但東総合支所

18：00
～

20：00

■休日相談
月日 相談会場 受付時間

３月11日
（日）

・市役所本庁東庁舎別館３階
・城崎総合支所
・竹野総合支所
・日高総合支所
・出石総合支所
・但東総合支所

８：30
～

11：30
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収
支
計
算
を
す
る
際
の
土
地

改
良
費
は
、
賦
課
金
が
10
ア
ー
ル

当
た
り
1
万
円

以
上
の
場
合
は
、

賦
課
金
に
含
ま

れ
て
い
る
永
久

資
産
相
当
分
が

必
要
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
。

　

賦
課
金
が
1
万
円
以
上
の
土
地

改
良
区
は
、
控
除
額
を
前
ペ
ー
ジ

表
に
掲
載
し
ま
し
た
の
で
、
収
支

計
算
を
す
る
際
に
、
控
除
額
を
土

地
改
良
費
の
必
要
経
費
と
し
て
計

上
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
表
に
な
い
土
地
改
良
区

な
ど
の
賦
課
金
は
、
10
ア
ー
ル
当

た
り
1
万
円
未
満
の
た
め
、
支
払

っ
た
賦
課
金
額
を
必
要
経
費
と
し

て
計
上
く
だ
さ
い（
城
崎
、
竹
野
、

但
東
地
域
に
は
、
1
万
円
以
上
の

土
地
改
良
区
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

ま
た
、
支
払
額
の
分
か
る
領
収

書
な
ど
は
必
ず
7
年
間
保
管
く
だ

さ
い
。

　

平
成
20
年
度
の
税
制
改
正
に
よ

り
、
農
業
用
の
機
械
お
よ
び
装
置

の
耐
用
年
数
が
7
年
に
改
正
さ
れ
、

平
成
21
年
分
の
申
告
か
ら
適
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

減
価
償
却
制
度
の
改
正

月　日

 申告相談会場

２月 ３月 相談時間
（ ）は受付時間
税務署以外は12：00〜
13：00の間、相談を行っ
ていません。

16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 １ ２ ５ ６ ７ ８ ９ 12 13 14 15

木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木

豊岡税務署１階 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ９：00〜17：00

市役所本庁東庁舎別館３階
城崎総合支所
竹野総合支所
日高総合支所

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（８：30〜16：00）

出石総合支所
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（８：30〜16：00）

● ● （９：30〜16：00）

但東総合支所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（８：30〜16：00）

じばさん但馬６階 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（９：30〜16：00）

城崎大会議館２階 ● ●

豊岡市商工会竹野支所１階 ● ● ●

豊岡市商工会日高支所２階 ● ● ● ● ● ● ●

豊岡市商工会出石支所１階 ● ●

但馬ちりめん振興館 ● ●

※◎印は所得税の確定申告、●印は税理士による所得税の確定申告、○印は市県民税・国民健康保
険税の申告（所得税の申告も可）の相談を行います。都合の良い日時・会場を利用ください。

※市役所本庁舎は、新庁舎建設工事のため、駐車場に限りがありますので、お越しの際はできるだ
け豊岡駅前駐車場（駐車券を持参ください）または公共交通機関を利用ください。

※豊岡税務署は、駐車場に限りがありますので、お越しの際はできるだけ公共交通機関を利用くだ
さい。

※日高地域の商工会相談の会場が、昨年までと変わっています。注意ください。

※市県民税・国民健康保険税の申告相談会場の午前の受付は11時30分までですが、人数制限をして
いますので、　早めに終了する場合があります（夜間相談・休日相談も人数制限をします）。

広報とよおか　2012.1.255


